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安全・核セキュリティ統括本部

部署 職位 作業内容 確認の視点

許認可申請部署

（課）

担当者 直近の変更申請書完本(公開版、以下、マス

ター版)を用いて、当該申請に係る申請書のマ

スキングを実施する。

マスター版との比較を行い、マスキングし

た箇所について、チェックシートを用いて適

切にマスキングが施されていることを確認す

る。 

マスター版との単純比較

新規に追加すべき箇所に

おいてマスキング漏れが

ないことの確認

〃 確認者

(核物質防護秘密取扱者) 

チェックシートとマスター版を用いて、チ

ェックシートの項目毎に申請書の確認を実施

する。

マスター版との単純比較

新規追加箇所のマスキン

グが過度になっていない

か等の妥当性の確認

新規に追加すべき箇所に

おいてマスキング漏れが

ないことの確認

許認可申請部署

（部）

部内資料確認チーム

（燃料材料開発部の場合

（再発防止対策））

チェックシートとマスター版を用いて、チ

ェックシートの項目毎に申請書の確認を実施

する。

(第三者の視点) 

マスター版との単純比較

新規追加箇所のマスキン
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グが過度になっていない

か等の妥当性の確認

新規に追加すべき箇所に

おいてマスキング漏れが

ないことの確認

〃 課長

（情報管理責任者）

チェックシートとエビデンスにより確認プ

ロセスが適切に実施されたことをもって承認

する。

チェックシートによるプ

ロセスの確認

エビデンスによるプロセ

スの妥当性確認

保安管理部

核物質管理課

課長 チェックシートとマスター版を用いて、申

請書においてマスキングが必要な情報位置を

確認し、マスキングが正しく実施されている

ことを確認する。 

また、作業に用いたチェックシート、マス

ター版、申請書を照合し、申請書のマスキン

グ確認が手順通りに実施されていることを確

認する。

(所として新たな視点) 

過去のマスキング不備事

案等を基に正しくマスキ

ングされているかの確認

最新のマスター版使用を

含めて、マスキング作業

とその確認作業が手順通

りに実施されているかの

確認

大洗研究所 核物質防護管理者

（保安管理部長）

核物質管理課からの確認結果説明に基づ

き、マスキング作業に用いたマスター版やチ

ェックシートからマスキングプロセス全体が

手順通りであることを確認し、申請部署の申

請書提出に同意する。 

核物質管理課からの確認

結果説明とエビデンスか

らプロセスが手順通りで

あるかを確認し、申請書提

出へ同意
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安核本部 担当者 申請に係る社内審査及び手続きが拠点です

べて完了していることを拠点各階層での確認

作業の結果をエビデンスで確認する。

拠点での確認が再発防止策

どおりに実施されたか。
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